
公立大学法人山梨県立大学教職員旅費に関する細則 

（令和３年４月１日 法人第３３０３号－1） 

 

（目的） 

第１条 この細則は、公立大学法人山梨県立大学教職員旅費規程（以下「旅費規程」という。）

第１３条の規定に基づき、旅費規程の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（出張取消等の場合における旅費） 

第２条 旅費規程第３条第４項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。 

 （１）交通費等として支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、

払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けた教

職員が、当該出張について旅費規程により支給を受けることができた交通費等の額を

超えることができない。 

 （２）赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該出張について規定によ

り支給を受けることができた移転料の額の３分の１に相当する額の範囲内の額 

（旅費喪失の場合における旅費） 

第３条 旅費規程第３条第５項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。 

 （１）現に所持していた旅費額（輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で

当該出張について購入したもの（以下「切符類」という。）を含む。以下本条において

同じ。）を喪失した場合には、その喪失したとき以後の出張を完了するため旅費規程に

より支給することができる額 

 （２）現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を

免かれた旅費額（切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額）を

差し引いた額 

（出張命令簿の提出期限） 

第４条 旅費規程第４条第１項の規定により、出張命令を受けようとする教職員は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに、次条に定める出張命令簿を命令権者

に提出しなければならない。 

 （１）在勤公署の存する都府県内への出張（以下「県内への出張」という。）で、かつ、旅

費の支給を要するもの 出張の１日前 

 （２）日本国内への出張で、前号に掲げる出張以外の出張（以下「県外への出張」という。）

で、かつ、旅費の支給を要するもの 出張の７日前 

 （３）外国への出張 出張の３０日前 

（出張命令簿の記載事項及び様式） 

第５条 旅費規程第４条第５項に規定する出張命令簿の記載事項及び様式は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

 （１）県内への出張で、かつ、旅費の支給を要するもの 第１号様式 

 （２）県外への出張で、かつ、旅費の支給を要するもの 第２号様式 



２ 前項第１号及び第２号に該当する場合には、事務局長が別に定める書類を添えるものと

する。 

（交通費の種類） 

第６条 旅費規程第６条第１項に定める交通費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃と

する。 

２ 鉄道賃は、鉄道出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。 

３ 船賃は、水路出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。 

４ 航空賃は、航空出張について、路程に応じ旅客運賃により支給する。 

５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）出張について、実費額又は路程に応じ１キロメ

ートル当たりの定額により支給する。 

（路程の計算） 

第７条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより

行うものとする。 

 （１）鉄道出張 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第１３条第１項に規定する鉄道

運送事業者の運賃等の算出の基礎となった路程 

 （２）水路出張 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第８条第１項に規定する一般

旅客定期航路事業者の運賃の算出の基礎となった路程 

 （３）航空出張 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８項に規定する航空運

送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程 

 （４）陸路出張 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第２条第３項に規定する旅客

自動車運送事業を経営する者及び軌道法（大正１０年法律第７６号）第４条に規定す

る軌道経営者の運賃の算出の基礎となった路程又は実測その他信頼するに足る方法に

より計測された路程 

２ 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団

体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算するこ

とができる。 

（交通費の支給額） 

第８条 交通費の支給額は、乗車に要する旅客運賃、急行料金、特別車両料金、座席指定料

金、寝台料金及び特別船室料金による。 

２ 前項の規定にかかわらず、車賃の支給額は、実費額又は１キロメートルにつき３７円で

計算した金額とする。 

３ 前項の車賃は、全路程を通算して計算する。 

４ 前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切

り捨てる。 

５ 教職員が法人で所有等する車（以下「法人車」という。）を利用して出張する場合には、

車賃を支給しない。 

（国内出張における宿泊料の支給額） 

第９条 旅費規程第６条第１項に定める宿泊料の額（本邦から外国への出張及び外国相互間



の出張（以下「外国出張」という。）にかかるものを除く）は、出張中の夜数に応じ１夜当

たり１３，１００円を上限とし、その宿泊に要する現に支払った金額とする。 

２ 前項の金額に朝食相当額、夕食相当額、宿泊税及び入湯税が含まれない場合には、前項

の金額に加えて出張中の夜数に応じ１夜当たり次の各号の区分に応じた定額又は実費額に

より支給することができる。ただし、前項の１夜当たりの上限を超えないものとする。 

 （１）朝食相当額 １，３１０円 

 （２）夕食相当額 ２，６２０円 

 （３）宿泊税 宿泊する施設の存する地方自治体が定める税率 

 （４）入湯税 宿泊する施設の存する地方自治体が定める税率 

３ 宿泊する施設を指定された場合であって、かつ、出張者にその選択の余地がない施設に

宿泊する場合で第１項の１夜当たりの上限を超える場合は、宿泊料を増額することができ

る。 

４ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条の規定により旅館業の許可を受けた施設

以外の場所に宿泊する場合には、第１項に定める宿泊料を支給しない。 

５ 宿泊料は、水路出張及び航空出張については、用務上の必要又は天災その他やむを得な

い事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。 

（外国出張における宿泊料の支給額） 

第１０条 外国出張の宿泊料の額は、別表３の定額による。 

２ 宿泊料は、水路出張及び航空出張については、用務上の必要又は天災その他やむを得な

い事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。 

（国内出張における出張等雑費の支給額） 

第１１条 旅費規程第６条第１項に定める出張等雑費（外国出張の場合を除く）は、出張の

日数に応じ１日当たりの定額及び実費額により支給することができる。 

２ 出張等雑費の定額は、１日につき１，２００円とする。 

３ 出張等雑費の定額は、県外へ出張した場合に限り、支給する。 

４ 出張等雑費の実費額は、用務上の必要によりやむを得ず負担した有料の道路及び駐車場

の利用料金、その他事務局長が別に定める基準に該当するものとする。 

（外国出張における出張等雑費の支給額） 

第１２条 旅費規程第６条第１項に定める出張等雑費（外国出張の場合に限る）は、出張の

日数に応じ１日当たりの定額及び実費額により支給することができる。 

２ 出張等雑費の定額は、別表２（日当）、別表４（食卓料）による。 

３ 食卓料は、外国出張の船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は外国出張の

船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。 

４ 出張等雑費の実費額は、用務上の必要によりやむを得ず負担した、有料の道路、駐車場

の利用料金の額、予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料、外貨交換手数料、入出国税

及びその他事務局長が必要と認めたものとする。 

５ 保険料、医薬品、最低限の儀礼品又は携行品の購入及び任意の予防注射料等の実費額（以

下「支度料」という。）は、次に規定する額を超えることができない。 



 （１）外国出張の期間が１５日以上の場合 別表５に定める額 

 （２）外国出張の期間が１５日未満の場合 別表５に定める額の２分の１に相当する額 

（移転料の種類及び支給額） 

第１３条 旅費規程第７条に定める移転料の種類は、移転料及び扶養親族移転料とする。 

２ 移転料は、次に規定する額による。 

 （１）赴任の際扶養親族（赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条におい

て同じ。）を移転する場合には、旧居住地から新在勤地までの路程に応じた別表１に定

める移転料の定額（以下「移転料定額」という。）による額。ただし、２人以上の扶養

親族を移転する場合には、移転料定額に、１人を超える者ごとにその１００分の５に

相当する額を加算した額 

 （２）赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号本文に規定する額の２分の１に相当

する額 

 （３）赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に移転す

る場合には、前号に規定する額に相当する額（赴任の後扶養親族を移転するまでの間

に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する

額に相当する額の合計額） 

３ 前項第３号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料定額が教職員が赴任

した際の移転料定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料

定額を基礎として計算する。 

４ 命令権者は、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第２項第３

号に規定する期間を延長することができる。 

５ 第１４条第２項第３号及び第３項の規定は、第２項の規定による移転料の額の計算につ

いて準用する。 

（扶養親族移転料の支給額） 

第１４条 前条第１項に規定する扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、

支給する。 

２ 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。 

 （１）赴任の際扶養親族を旧居住地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられ

た日における扶養親族１人ごとに、その移転の際における年令に従い、次に規定する

額の合計額 

  ア １２歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空

賃及び車賃の全額並びに宿泊料及び出張等雑費の定額の３分の２に相当する額 

  イ １２歳未満６歳以上の者については、アに規定する額の２分の１に相当する額 

  ウ ６歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料及び出張等雑費

の定額の３分の１に相当する額。ただし、６歳未満の者を３人以上随伴するときは、

２人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃の２分の１に相当する

金額を加算する。 

 （２）前号の規定に該当する場合を除くほか、第１３条第２項第１号又は第３号の規定に



該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの出張について前号の規定

に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する

額（赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任につ

いて前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額）を超えること

ができない。 

 （３）第１号の規定により宿泊料及び出張雑費等の定額の額を計算する場合において、そ

の旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 教職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養

親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみな

して、前項の規定を適用する。 

（経済的かつ合理的な経路及び方法） 

第１５条 旅費規程第８条に定める経済的かつ合理的な通常の経路及び方法については、当

該出張における用務の内容、日程、発着地、用務地までの距離、用務先の数、公共交通機関

の運行状況、当該出張にかかる旅費の総額その他の事情を総合的に勘案し、経路及び方法

を決定する。ただし、合理的と認められる事情がない場合には、最も経済的な経路及び方

法による。 

２ 通常の発着地を在勤公署とし、教職員の居住地と用務地の位置関係及び用務の開始時刻

並びに終了時刻を総合的に勘案し、発着地及び帰着地を教職員の居住地とすることができ

る。 

３ 通常の方法とは、公共交通機関又は法人車によるものとする。ただし、教職員の所有す

る私用自動車を当該教職員自らが運転して使用する場合であって、事務局長が別に定める

基準に該当する場合には、私用自動車によることができる。 

（旅費請求書） 

第１６条 旅費規程第１０条第１項に規定する旅費の請求手続に必要な所定の請求書につい

ては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、事務局長が別に定め

る書類を添えるものとする。 

 （１）県内への出張で、かつ、旅費の支給を要するもの 第１号様式 

 （２）県外への出張で、かつ、旅費の支給を要するもの 第３号様式 

２ 旅費規程第１０条第２項に規定する所定の期間とは、出張の完了した日から７日以内と

する。 

３ 旅費規程第１０条第３項に規定する所定の期間とは、請求書の発行した日から３０日以

内とする。 

（近距離出張の旅費） 

第１７条 路程４キロメートル未満の出張（以下「近距離出張」という。）については、交通

費は、支給しない。 

（近距離出張以外の同一地域内の出張の旅費） 

第１８条 近距離出張以外の同一地域（旅費規程第２条第２項に規定する地域の区分による

同一の地域をいう。）内における出張については、移転料及び扶養親族移転料は、支給しな



い。 

（有期雇用教職員及び学外者の旅費） 

第１９条 公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則が適用される者には、赴任し

た場合の旅費は、支給しない。 

２ 旅費規程第１２条に規定する教職員以外の者のうち研究分担者及び研究協力者の旅費は、

事務局長が別に定める。 

（委任規定） 

第２０条 この細則の施行に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。 

（準用規定） 

第２１条 この細則に定めのない事項については、山梨県の関係例規、通知等を準用するも

のとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この細則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この細則は、令和５年１月１日から施行する。 

 

 

  



別表１（第１３条関係） 

 
 

 

別表２（第１２条関係） 

 

 

 

別表３（第１０条関係） 

 

 

 

別表４（第１２条関係） 

 

  

区分 金額

路程５０キロメートル未満 １２６，０００円

路程５０キロメートル以上１００キロメートル未満 １４４，０００円

路程１００キロメートル以上３００キロメートル未満 １７８，０００円

路程３００キロメートル以上５００キロメートル未満 ２２０，０００円

路程５００キロメートル以上１，０００キロメートル未満 ２９２，０００円

路程１，０００キロメートル以上１，５００キロメートル未満 ３０６，０００円

路程１，５００キロメートル以上２，０００キロメートル未満 ３２８，０００円

路程２，０００キロメートル以上 ３８１，０００円

行政職給料表 医療職給料表（１） 医療職給料表（２） 教育職給料表 指定都市 甲地方 乙地方 丙地方

７級以上 ３級以上 ７級 ４級の９号給以上 7,200円 6,200円 5,000円 4,500円

６級以下３級以上
２級以下１級の13号給
以上

６級以下３級の５号給
以上

４級の８号給以下２級
の25号給以上

6,200円 5,200円 4,200円 3,800円

２級以下 １級の12号給以下 ３級の４号給以下 ２級の24号給以下 5,300円 4,400円 3,600円 3,200円

区分 日当（１日につき）

行政職給料表 医療職給料表（１） 医療職給料表（２） 教育職給料表 指定都市 甲地方 乙地方 丙地方

７級以上 ３級以上 ７級 ４級の９号給以上 22,500円 18,800円 15,100円 13,500円

６級以下３級以上
２級以下１級の13号給
以上

６級以下３級の５号給
以上

４級の８号給以下２級
の25号給以上

19,300円 16,100円 12,900円 11,600円

２級以下 １級の12号給以下 ３級の４号給以下 ２級の24号給以下 16,100円 13,400円 10,800円 9,700円

区分 宿泊料（１夜につき）

行政職給料表 医療職給料表（１） 医療職給料表（２） 教育職給料表 指定都市 甲地方 乙地方 丙地方

７級以上 ３級以上 ７級 ４級の９号給以上

６級以下３級以上
２級以下１級の13号給
以上

６級以下３級の５号給
以上

４級の８号給以下２級
の25号給以上

２級以下 １級の12号給以下 ３級の４号給以下 ２級の24号給以下

区分 食卓料（１夜につき）

6,700円

5,800円

4,800円



別表５（第１２条関係） 

 

 

 

行政職給料表 医療職給料表（１） 医療職給料表（２） 教育職給料表 出張期間１月未満
出張期間１月以上３
月未満

出張期間３月以上

９級 ４級 該当なし ５級の５号給以上 78,160円 94,910円 111,650円

８級又は７級 ３級 ７級
５級の４号給以下
４級の９号給以上

70,070円 86,090円 100,100円

６級 ２級の29号給以上 ６級 ３級の25号給以上 66,030円 80,180円 94,330円

５級又は４級
２級の28号給以下
１級の13号給以上

５級
４級の８号給以下
３級の５号給から24号給
まで

61,990円 75,270円 88,550円

３級以下 １級の12号給以下 ４級以下 ３級の４号給以下 53,900円 65,450円 77,000円

区分 支度料


